
令和７年度 牧之原市総合教育会議 

日時 令和７年 12 月 17 日（水） 

午後１時 30 分～午後４時 

会場 牧之原市役所 榛原庁舎 ４階会議室 

 

 

１ 開 会    

 

 

２ 市長挨拶  

 

 

３ 協議事項 

・牧之原市の学びの保障           

～不登校児童生徒の対応について～    【資料１】 

 

４ 報告事項 

 ・牧之原市の部活動について考える      【資料２、３】 

 

５ 連絡事項等 

 

 

６ 閉 会    

 

 

＜配布資料＞ 

 【資料１】牧之原市の学びの保障 ～不登校児童生徒の対応について～ 

 【資料２】牧之原市の部活動について考える 

 【資料３】指導者不足を補うために市職員が担うもう一つの役割 

～牧之原市職員の兼業について～ 
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牧之原市の部活動
について考える
今のところのまとめと着地点の模索

部活動地域展開検討委員会の開会にあたり
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令和４年スポーツ庁・文化庁策定
「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な
ガイドライン」において、部活動の地域移行を強く推し進める方針を
出したことが始まり。

牧之原市の現状

R５
・｢学校部活動地域移行検討委員会｣
及び｢学校部活動地域移行検討部会｣

※休日の運動部活動の地域移行に向け
た改革について

杉山准教授＋代表校長＋P
＋団体代表＋事務局

牧之原市では、希望する教員と地域の指導者で

地域連携等を模索しながらも

子どもたちの活動の場を持続可能なものに
していきます。

R5に、もう正式に
着地している

学校部活動の価値

生徒の
充実感

保護者の
期待感

一部教員の
やりがい

（部活動を残します）

地域クラブ化の難しさ

市の大き
さと人口

学校数や
活動生徒数

学校間の
距離

指導者報酬
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R7 牧之原市中学校の部活動の現状

●3中学校とも、昨年度までに「希望加入制」となった。

榛原中学校 全校生徒513名

部活加入者※3年含む341名

外部クラブ所属者114名

無所属者 58名
部活加入者学年別内訳(全15部活)
No. 部活動 １年 ２年 ３年 特別支援 合計

1女子バレーボール部 6 5 13 0 24

2,3卓球部(男・女) 9 17 14 0 40

4陸上競技部 6 11 6 0 23

5,6バスケットボール部(男・女) 21 3 11 1 36

7サッカー部 7 8 9 0 24

8女子ソフトボール部 1 7 6 0 14

9野球部 6 2 7 0 15

10,11ソフトテニス部(男・女) 16 23 18 0 57

12剣道部 5 6 7 0 18

13吹奏楽部 18 15 15 1 49

14美術部 7 10 7 0 24

15理科部 3 2 4 8 17

部活動に所属する生徒数 105 109 117 10 341

外部クラブに所属する生徒 46 39 28 1 114

部活動やクラブに無所属の生徒数 11 22 15 10 58

学年人数計 162 170 160 21 513

部活動
所属率

66.5％

相良中学校 全校生徒386名

部活加入者※3年含む284名

外部クラブ所属者 66名

無所属者 36名
部活加入者学年別内訳(全14部活)

牧之原中学校 全校生徒91名

部活加入者※3年含む40名

外部クラブ所属者 35名

無所属者 16名
部活加入者学年別内訳(全6部活)

部活動
所属率

73.6％

部活動
所属率

44.0％

No. 部活動 １年 ２年 ３年 特別支援 合計

1野球部 3 1 1 0 5

2,3バスケットボール部(男・女) 10 8 9 0 27

4女子バレーボール部 7 2 4 0 13

5,6ソフトテニス部(男・女) 9 16 12 1 38

7サッカー部 5 9 9 1 24

8女子ソフトボール部 2 8 7 0 17

9卓球部 7 6 8 1 22

10陸上競技部 15 5 9 4 33

11剣道部 6 6 9 0 21

12吹奏楽部 17 8 14 1 40

13パソコン部 9 4 10 6 29

14美術部 2 12 0 1 15

部活動に所属する生徒数 92 85 92 15 284

外部クラブに所属する生徒 29 19 18 0 66

部活動やクラブに無所属の生徒数 6 13 12 5 36

学年人数計 127 117 122 20 386

No. 部活動 １年 ２年 ３年 特別支援 合計

1野球部 2 3 2 0 7

2剣道部 0 1 1 0 2

3女子バレーボール部 8 3 4 0 15

4吹奏楽部 3 4 1 0 8

5総合文化部 0 1 5 2 8

6男子バスケットボール部 0 0 0 0 0

部活動に所属する生徒数 13 12 13 2 40

外部クラブに所属する生徒 10 12 12 1 35

部活動やクラブに無所属の生徒数 7 7 2 0 16

学年人数計 30 31 27 3 91

市全体での部活動所属率

67.2％

外部クラブの種類は、サッカー、ダンス、硬式野球、軟式野球、硬式テニス、バドミントン、陸上、スイミング、空手、書道、バレエなど様々で、
40団体以上への所属がある。

※部活動名が黒文字の部活はR7年度時点で、
「部活動指導員」がついている部活。赤文字
の部活は、教員のみが顧問をしている部活。

合同

合同合同

合同合同

合同

合同

合同

合同部活動は現状、野球、
サッカー、男子バスケの3つ
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①人がいない。(希望する先生が少ない。地域の指導者不足。)

R6市内３中学校で、部活動指導を
希望する先生は６名(R6末)でした。
(先生の９割は希望していない)
部活動指導員は５名。（外部指導者は10名いるが引率はできない）
部活動指導員の補助金が全県で予算オーバーし、当初予定の金額がつけら
れない事態も起きている。

報酬次第で
希望することも？

牧之原市で
理想の実現に障壁となっていること

近隣市町は「土日の部活をなくす」と
言っている。まだやらなければいけない
ならば、他市町に勤めたい…。
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②財源がない … 指導者の報酬

・「部活動指導員」を配置するには…
市の会計年度職員となる。※現在牧之原市で5名。
※今の「外部指導者」が全員「部活動指導員」になれるかというと、ほとんどなれない。

もちろん学校の先生は部活動指導員になれない。

時給制 1,433円/ｈ(但し400ｈ以内/年)
財源は国・県から報酬の2/3の補助、残りの1/3を市から出している。

・学校から切り離してクラブに…
「部活動指導員」の制度は使えない(「部活」ではないから)
指導者の報酬は「受益者負担」になる→競技者が少ないクラブは？
市の予算にも、今は地域クラブへの財源はない

牧之原市で
理想の実現に障壁となっていること
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令和４年スポーツ庁・文化庁策定
「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な
ガイドライン」において、部活動の地域移行を強く推し進める方針を
出したことが始まり。

牧之原市の現状

R５
・｢学校部活動地域移行検討委員会｣
及び｢学校部活動地域移行検討部会｣

※休日の運動部活動の地域移行に向け
た改革について

杉山准教授＋代表校長＋P
＋団体代表＋事務局

牧之原市では、希望する教員と地域の指導者で

地域連携等を模索しながらも

子どもたちの活動の場を持続可能なものに
していきます。

R5に、もう正式に
着地している

学校部活動の価値

生徒の
充実感

保護者の
期待感

一部教員の
やりがい

（部活動を残します）

地域クラブ化の難しさ

市の大き
さと人口

学校数や
活動生徒数

学校間の
距離

指導者報酬

【指導者不足】問題
【指導者の報酬】問題

方針は現況において考えると
「持続可能」なものなのか？
という課題感が生まれた。
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ちなみに国(スポーツ庁・文化庁)では…

○令和 8年度～10年度 「改革実行期間(前期)」

○令和11年度～13年度 「改革実行期間(後期)」

☆休日：改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において
地域展開の実現を目指す。

★平日：各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進。
(まずは、国において実現可能な活動の在り方等を検証)

※「地域移行」から変更：学校部活動から地域クラブ活動への転換を表す名称

地域の実情等を踏まえつつ、

「できる限り前倒し
での実現」

をめざすことが望ましい
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○令和 8年度～10年度 「改革実行期間(前期)」

○令和11年度～13年度 「改革実行期間(後期)」

これらの実現のために「スポーツ基本法」を令和7年に改正
⇒（中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保）

として、法律を変えた。【第十七条の二】

地域の実情等を踏まえつつ、

「できる限り前倒し
での実現」

をめざすことが望ましい

地方公共団体は、(中略)中学校の生徒が地域において
スポーツに親しむ機会を確保するために必要な施策を
講ずるよう努めなければならない。

国は、地方公共団体に対し、(中略)経費の補助その他
の援助を行うよう努めるものとする。

ちなみに国(スポーツ庁・文化庁)では…
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Ⅲ.地域における新たなスポーツ環境の構築等

公立中学校の施
設の整備・改修

支援
指導者養成のた
めの講習会や
暴力等の根絶大学生が卒業後

も継続的に指導
にあたる仕組み

まとめると

(国は)地域展開を進めるために
「お金を出すよ」と言っている。

（これらが「根拠法令」となる。）

ちなみに国(スポーツ庁・文化庁)では…

どのように出してくれるか
今わかっていること（R8）

Ⅱ.中学校における部活動指導員
の配置支援を継続

【国1/3、県1/3、市1/3】 補助金
相談・サポート窓口の設
置、アドバイザーの派遣

など伴走支援

取組状況のフォロー
アップ、課題への対
応策の創出、好事例

の横展開

指導・リスクマネジ
メントの手引き、
動画ポータルサイト

（２）地方公共団体への伴走支援と
安全安心・質の高い指導の担保等

委託費

補助金

（１）部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進

Ⅰ.部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進

補助金
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スポーツ庁より R7年 9月

「地域クラブ活動に関する認定制度（イメージ案）の概要」
が示され、民間のクラブチーム等との区別や質の担保等の観
点から、国として、地域クラブ活動の定義・要件や認定手続
等を示した上で、市町村等において認定を行う仕組みを構築。

これに併せて、「認定地域クラブ活動指導者」登録制度も動
き出す予定。

ちなみに国(スポーツ庁・文化庁)では…

認定制度に向けて
どのようにお金が
出るかはまだ示さ
れていない。が、
「低廉な参加費
で」と謳っていて、
国は3000円/月と
いう基準をもって
いる…。
ということは…

公認の「部活動の後釜組織」
をつくろう という動き。

R7年12月に新展開アリ。国では11月下旬に「部活動の地域展開
の加速化」が閣議決定され、予算に組み込まれることが決定的
になり、補助金の話が具体になってきた。12月に各自治体の来
年度予定の調査が入った。予算詳細は１月以降に出る予定。
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部
活
動
地
域
展
開
検
討
委
員
会

近年の動き

・自由加入
・部活動ガ
イドライン
・外部指導
者の導入
・部活動指
導員の導入

牧之原市の部活動のこれから パターン候補

土日の
活動は

「希望する
教員」
と

「地域の指
導者」
で

部活動を
継続

の実現

R8

R？

R７

扱い
部活動

指導者
教員

部活動指導動員

外部指導者

扱い
部活動

指導者
教員(希望)
部活動指導動員

外部指導者

現状の市の方針

休日の部活動指導を「希望する教員」
と「地域の指導者」で指導する“地域連
携”を進め、部活動を持続可能なものと
していきます。（R8を目途に）

部
活
動
地
域
展
開
検
討
委
員
会

部
活
動
地
域
展
開
検
討
委
員
会

部
活
動
地
域
展
開
検
討
委
員
会

協議を重ねて 地域クラブ化
部活動をなくし、すべて地域クラブへ。

市の認定クラブ化
部活動の正式な後釜クラブに認定する制度
をつくり、部活組織のままクラブへ。

合同部活動･認定クラブ･地域クラ
ブ混在型
クラブ化への折り合いのついたところから
部活でなくしていく。

市内合同部活動
全部活動を合同部活動にし、部活数を減ら
し指導者を確保。30部活→15部活

現状通り
希望する教員と地域指導者による部活動
（合同部活動含む）or土日は地域のクラブ
へor土日はやらない

部活動指導動員の

増員が必要
R8から部活
動の指導者
の数が足り
ない

扱い
部活動

扱い
部活動

扱い
クラブ

扱い
ミックス

扱い
クラブ

指導者：教員(希望)、部活動指導動員、外部指導者

指導者：認定クラブ地域指導者（教員含む）

指導者：地域指導者、認定クラブ地域指導者(教員含む)、教員(希望)、
部活動指導動員、外部指導者

指導者：教員(希望)、部活動指導動員、外部指導者

指導者：地域指導者（教員含む）

まずは

土日！！
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部活動地域展開検討委員会ロードマップ（案）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

本年度 改革実行期間(前期) 改革実行期間(後期)

第１回部活動
地域展開
検討委員会

第２回部活動
地域展開
検討委員会

第３回部活動
地域展開
検討委員会

第４回部活動
地域展開
検討委員会

11月頃

２月頃

５月頃

８月頃

中3現小5 小6 中1 中2

部活動地域展開
検討委員会発足

中3現小6 中1 中2

新入生説明会にて
今後の方針の説明

(現小5の子たち向け)

11月頃

榛原地区
義務教育学校
スタート

方針と方策の決定

アナウンスは
基本6年時の11月
の中学説明会時

第６回部活動
地域展開
検討委員会

第５回部活動
地域展開
検討委員会

第７回部活動
地域展開検討委員会

第８回部活動
地域展開
検討委員会

第９回部活動
地域展開
検討委員会

第10回部活動
地域展開
検討委員会

ここまでに(期待)
・３学校間で活動拠点が
決まっている

・小学生も巻き込める形に
なっている

⇒義務教育学校の児童クラ
ブの在り方や、スクールバ
スの使い方に波及できる。

現小6の子にアナウン
スできない場合、ここ
までは保障したい。

現小5の子どもたちには、
中学在学中のロードマップ
を伝えておくことは可能

反省と改善をくり返しながら実践

11



指導者不足を補うために市職員が担うもう一つの役割
～牧之原市職員の兼業について～

・子どもたちの活動の場を持続可能なものにするため、職員の特技や経験を
活かし、指導者不足など地域への貢献と課題の解決を図る

ねらい

立場による兼業の可否

部活動指導員

地域クラブ
指導者

兼業はできないが
職務として兼ねることが可能
※ただし、労務管理上の調整が必要
となる

指導者の報酬は受益者負担
地域指導者として兼業が可能

※このような事例以外にも、県では『地域・社会貢献』として「過疎地のバス運
転手」や「プロスポーツチームの支援」、『政策課題解決』として「ライドシェ
アのドライバー」など、公務員の兼業を認める方針である

身分
教育委員会の
非常勤職員
（会計年度任用職員）

身分
地域クラブ所属の
指導者
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